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午前９時５６分開会 

○かねだ正委員長 それでは、開会前ですけれども

おそろいのようですので、区民委員会を開会させ

ていただきます。 

 

           ◇            

 

○かねだ正委員長 初めに、私から記録署名員を指

名させていただきます。 

  吉田委員、横田委員、よろしくお願いいたしま

す。 

 

           ◇            

 

○かねだ正委員長 次に、陳情の審査に移ります。 

  御手元の資料の（１）５受理番号２７、（２）

７受理番号１、以上２件を一括議題といたします。 

  前回は凍結・継続であります。 

  本件につきましては、引き続き凍結・継続とい

たしたいと思いますが、御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○かねだ正委員長 御異議なしと認め、凍結・継続

とすることに決定をいたしました。 

  次に、（３）７受理番号１２を単独議題といた

します。 

  前回は継続審査であります。 

  執行機関、何か変化ありますか。 

○国民健康保険課長 特段の変化はございません。 

○かねだ正委員長 それでは質疑に入ります。 

  何か質疑はありませんか。 

  横田委員どうぞ。 

○横田ゆう委員 ★★、都の国民健康保険運営協議

会で、２０２６年度の国保料について、自治体の

法定外繰入れを行わない場合、１人当たり１９万

１，６８２円、今年度１７万９，８５６円と比べ

て１万１，８２６円もの大幅値上げになるという

試算が出ました。この間の厚労省は、国保水準の

完全統一化に向けて自治体への働き掛けを強めて

います。その下で、東京都は国の方針に従い、国

保運営方針を見直して、完全統一する目標の年度

を盛り込もうとしています。こういう中で、国保

の課長会があったと思いますけれども、どのよう

な審議がありましたでしょうか。 

○国民健康保険課長 今、横田委員おっしゃってい

ただいたとおり、国の方でそういった動きが、今、

進んでおります。その中で特別区としても統一的

な形でやっていきたいということの中で、今、そ

れを粛々と検討しているという段階でございます。 

○横田ゆう委員 日本共産党の各区の議員団は、１

月１５日、区政会館で特別区長会会長に申入れ、

懇談を行ってきました。物価高騰の中、何として

も国民健康保険料の値上げはせず、値下げを求め

る要請でした。 

  何点かありますけれども、まず、大きく言って

１つ目は、特別区長会として法定外繰入れ解消優

先ではなく国保料の大幅引下げを実施すること、

国に対して法定外繰入れ解消の強要をやめるよう

に申し入れること、そして、国保財政の運営主体

である東京都に対して、保険料の大幅引下げのた

めの都独自の財政支出を実施するように改めて申

し入れることということで、対応したのはここの

事務局長でしたけれども、課題が多いことは認識

していると、意見を取りまとめたものを区長会と

して要望していくという答弁、回答がありました。 

  しかし、区民の生活を考えれば、値上げは考え

られないというふうに思います。せっかく物価高

騰給付金１人１万円を支給しても保険料の支払い

に消えるのでは、非常に矛盾を感じます。やはり

区長会、課長会で、この３点について国保料の引

下げの努力をするように要望してほしいと思いま
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すが、いかがでしょうか。 

○国民健康保険課長 今、横田委員おっしゃってい

たとおり、今、物価高騰とかいろいろと区民の中

でも生活に苦慮している方がいらっしゃることは、

私たちも存じ上げています。 

 そして、社会保険料、★★ですけれども、こちら

についてもいろいろと策を講じていきたいという

中で、課長会、部長会、そして副区長会、区長会

を通じて、いろいろな策を言っているところでご

ざいます。 

  具体的には、この後、本算定という形になって

まいりますけれども、今、冒頭で横田委員がおっ

しゃっていたような金額よりもどうしたら１円で

も下げられるかということに最後は尽きるのかと

いうふうに思いますので、こちらについては、今、

活用できる手だてとして決算剰余金という形のも

のがございます。こちらをできるだけ多くつぎ込

むということで１円でも安くということで働き掛

けを強めているところでございます。 

○横田ゆう委員 是非、決算剰余金については全額

入れていただくと同時に、国に対してもやはり要

望を上げていただきたいというふうに思っていま

す。都の財源も使って国保料の値下げをしていた

だくということを頑張っていただきたいなという

ふうに思います。 

  そしてもう１つの要請項目ですけれども、子ど

もの均等割についてです。ここの要望書では、子

どもの均等割はゼロにすることということで要望

いたしました。現在、未就学児の均等割が５割に

なってます。これまでも赤ちゃんが生まれたら容

赦なく国保税を取られる均等税として、悪名高い

税金で所得の低い方、世帯には特に重くのしかか

っております。社会の流れは、子育て支援の拡充

で足立区なんかでも給食費が無償となり、今年度

からは修学旅行や副教材費まで無償となる中での

保険料も、やはり無料にしていくべきではないか

と思います。この点でも少しでも軽減できるよう

に働き掛けを強めてほしいと思いますが、いかが

でしょうか。 

○国民健康保険課長 今、横田委員おっしゃってい

ただいたとおり、子ども施策についていろいろと

手だてを講じていきたいということは、国保の方

も、今、言っていただいたような均等割の部分が

残っておりました。この中で、国の動きとして、

今、未就学児とかのところを１８歳までそこを引

き上げていくのだという話が実際聞こえてきてお

ります。こちらについては、すぐに来年というこ

とではなくて、令和９年の４月想定ということで、

今、動いているというふうに聞いておりますので、

この辺の進捗を見ていきたいというふうに思って

おります。 

○横田ゆう委員 できるだけ早く行うように働き掛

けも強めていただきたいと思います。 

  それから、子育て支援の財源ですけれども、保

険料にはね返られないために財政措置を国に求め

ていただきたいということを思っており、これを

要望いたしました。本来税金は国民は国に対して

税金を既に払っており、子育て支援対策は国や地

方自治体の財源から出すものであって、改めて保

険料に上乗せして保険料として徴収するべきでは

ないと思っておりますが、いかがでしょうか。 

○国民健康保険課長 こちらについては様々な考え

方があり、議論があったことというふうに認識し

ております。国の方でも、どういった形で子ども・

子育て支援をしていくべきなのかといった中で、

数年前になりますけれども、この子ども・子育て

支援金制度というのが創設が決まったということ

になっておりまして、国民健康保険についても、

それがのしかかってきているということでござい

まして、税であるのか保険料であるのかという
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様々な議論は国会の中でもしていたというふうに

記憶しておりますので、こちらについて非常に難

しい部分でございますけれども、足立区の国民健

康保険も子ども・子育て支援金制度を入れて、国

の流れの中で対応していきたいというふうに考え

ております。 

○横田ゆう委員 国の流れといっても、国が必ずし

も正しいことをやってるということにはなりませ

んので、自治体としての考え方をきちんと持って、

このおかしな仕組みは道理が通らないと思います

ので、国の財源措置を求めていただきたいという

ふうに思います。 

○かねだ正委員長 御要望ということで。 

  よろしいでしょうか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○かねだ正委員長 質疑なしと認めます。 

  次に、各会派の意見をお願いいたします 

○杉本ゆう委員 継続でお願します。 

○さの智恵子委員 継続でお願いします。 

○横田ゆう委員 採択を求めます。 

○野沢てつや委員 先ほど執行機関から説明があっ

たとおり、国や都の動向を注視する必要があると

思いますので、継続でお願いいたします。 

○かねだ正委員長 それでは、これより採決をいた

します。 

  本件は、継続審査とすることに賛成の方の挙手

を求めます。 

［賛成者挙手］ 

○かねだ正委員長 挙手多数であります。よって、

継続審査と決定をいたしました。 

 

           ◇            

 

○かねだ正委員長 次に、所管事務の調査を議題と

いたします。 

  町会・自治会活動の活性化支援に関する調査に

ついてを単独議題といたします。 

  何か質疑はありますか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○かねだ正委員長 質疑なしと認めます。 

 

           ◇            

 

○かねだ正委員長 次に、報告事項を議題といたし

ます。 

  （１）から（４）まで、以上４件を区民部長か

ら、（５）から（１２）まで、以上８件を地域の

ちから推進部長から、（１３）、以上１件を絆づ

くり担当部長から報告願います。 

○区民部長 それでは、区民委員会報告資料区民部

編の２ページをお開きいただきたいと思います。 

  住民票等交付における同性パートナー続柄表記

の変更についてでございます。 

  今回、制度をつくらせていただきました。項番

１の変更申出書の対象は、東京都パートナーシッ

プ宣誓制度、足立区パートナーシップ・ファミリ

ーシップ宣誓制度の受領証明書を交付された方２

者が申出ができるというものでございます。 

  変更可能な続柄については、項番２のとおりで

ございます。 

  運用適用開始については、令和８年２月１日か

ら開始をいたします。 

  今回、この続柄の表記の変更については、世田

谷区、中野区、品川区に続いて４区目ということ

になります。 

  ８ページをお開きいただきたいと思います。 

  実際のお申出があった場合の住民票のサンプル

でございます。 

  真ん中に続柄について、ここが夫(未届)、妻（未

届）、縁故者というのが記載されたというもので
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ございます。 

  一番下に四角で囲まれてる部分ございますが、

こちらについては男女の婚姻と違いまして法的効

力が違いますので、そこについて改めて記載をさ

せていただいたものでございます。 

  続きまして、９ページでございます。 

  戸籍住民課窓口等業務委託評価委員会の評価結

果についてでございます。 

  令和７年度の評価委員会からの評価結果ができ

ましたので、報告するものでございます。 

  受託事業者は、富士フイルムシステムサービス

株式会社でございます。 

  評価点でございますが、項番２の四角の中でご

ざいますが、５０点満点中４７．８点ということ

で合格点をいただいたものでございます。 

  １０ページを御覧ください。 

  御意見ですが、内部統制のところで、イの内部

統制ですが、従事者の休憩スペースが狭いという

ような御意見をいただきました。これにつきまし

ては、令和８年度、令和★★変更の中で対応して

いきたいと考えています。 

  なお、項番６の評価委員会の意見の中で、昨年

度、服装、名札、髪型についてかなり御指摘がご

ざいましたが、今年度は適切な見直しが遵守され

ていたということで改善されていたことが確認で

きております。 

  続きまして、１１ページでございます。 

  国民健康保険業務等委託評価委員会の評価結果

でございます。 

  受託会社、項番（２）の２社ございます。アと

しまして、パーソルビジネスプロセスデザイン株

式会社、イといたしまして、株式会社ＤＡＣＳと

いう２社に委託をしてるものでございます。 

  まず、パーソルビジネスプロセスデザイン株式

会社でございますが、項番２で５０点満点中４５．

４点ということで、合格点をいただいたというも

のでございます。 

  委員の意見としては、１２ページでございます

が、（イ）内部統制の中で衛生管理者の氏名を掲

示することによって、より安心して従事者が相談

とかできるようにしてほしいというような御意見

をいただきました。 

  （２）の株式会社ＤＡＣＳでございますが、５

０点満点中４６．８点ということで合格点をいた

だいております。 

  こちらにつきましては、１３ページの（イ）の

内部統制、作業スペースや移動スペースが極小で

あるため工夫が必要であるという御意見をいただ

きました。こちらにつきましても、項番６で前年

度御指摘されました身だしなみ等について、遵守

されて改善されたというような意見をいただきま

した。 

  続きまして、１４ページでございます。 

  令和８・９年度後期高齢者医療保険料率の改定

「最終案」についてでございます。 

  保険料につきましては、２年ごとに改定するこ

ととしております。都広域連合から、今回、最終

案が示されたため、その報告でございます。 

  項番１の（１）の表の中を見ていただきたいと

思います。１２月に令和８・９年度の算定案とい

うことで委員会にお示ししたところでございます。 

  それに比べて、今回最終案がかなり値上がりと

いうことで、１人当たりの平均保険料にしますと

年間で１２万７，４００円、昨年度と比べますと

１万６，０４４円増ということになってございま

す。 

  こちらにつきましては、１５ページ、（３）の

保険料抑制対策を御覧いただきたいと思いますが、

２年間で約２３２億円、これを各市区町村が負担

することにより、保険料を年間で１人当たり５，
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７００円抑制をさせていただきました。 

  そのずっと下、（４）のカにありますが、特別

会計調整基金等の活用ということで、こちら４２

３億円を★★に入れまして、年間１人当たり１万

３００円の抑制ということを含めまして、約１万

６，０００円を抑制したものの、医療給付費の伸

びであるとか子ども・子育て支援金というのが導

入されましたので、今回、１万６，００円の増と

いう結果になってございます。 

  １６ページをお開きください。 

  項番２、今後のスケジュールでございますが、

１月２９日に都広域連合議会において保険料率の

議決があります。その後２月に規約変更を区議会

に上程する予定でございます。 

  なお、１７ページ、１８ページについては、保

険料の比較、あるいは今までの保険料給付費の推

移をお示しさせていただきました。 

  私からは以上でございます。 

○地域のちから推進部長 おはようございます。地

域のちから推進部報告資料の２ページを御覧くだ

さい。 

  子育てサロンすこやかプラザあだち・子育てサ

ロン竹の塚の開室時間延長についてでございます。 

  項番の１でございます。 

  対象施設及び選定理由、こちら（１）なのです

が、子育てサロンすこやかプラザあだち、こちら

と、（２）子育てサロン竹の塚、こちらの２施設

について時間延長を実施したいと考えております。 

  項番の２でございます。 

  開始時期、令和８年４月１日からでございます。 

  続きまして、３ページでございます。 

  開室時間になります。こちら表の一番右側、変

更後を御覧ください。 

  子育てサロンすこやかプラザあだちの方につき

ましては、月曜から日曜日、午前９時から午後５

時までと変更したいと考えております。子育てサ

ロン竹の塚については、月曜から金曜日になりま

す。午前９時から午後５時までということで考え

ております。 

  項番の４、今後の方針ですが、こちら（２）で

ございます。 

  他の施設については、利用状況や職員の配置な

ど体制面を踏まえて開室時間延長の必要性を検討

していきたいと考えております。 

  続きまして、４ページでございます。 

  梅田地域学習センターでの不適切な行為の再発

防止に向けた対応についてでございます。 

  項番の１、再発防止に向けた対応でございます。 

  こちら（１）梅田地域学習センターへの対応と

いうことで、表でまとめさせていただきました。 

  （２）全ての地域学習センターへの対応という

ことで、アとイと２点まとめさせていただきまし

た。 

  続きまして、５ページに移ります。 

  （３）委託仕様書への追加でございます。 

  こちらの方、表現の自由への配慮や基本的人権

に関する研修についてを委託仕様書の方に入れる

ということで進めたいと思っております。 

  記号のイです。対応マニュアルに政治的な利用

が可能であることもしっかり追加していきたいと

考えております。 

  項番の２、今後の方針です。 

  今後、毎月末に政治に関わる施設利用の状況を

報告させるとともに、年３回の区職員による施設

モニタリングで利用状況は直接確認していきたい

と思います。 

  項番の３、当該事案発生後の経過については、

こちら表にまとめてあるので、御参照いただけれ

ばと思います。 

  ６ページ以降は、指定管理者にした通知になり
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ますので、お目通しいただければと思います。 

  続きまして、９ページでございます。 

  地域学習センター利用枠等の変更に係る検討状

況についてでございます。 

  １、検討の目的です。 

  地域学習センターの学習室等の利用時間枠を１

日３枠から４枠に変更することで、多くの区民が

利用しやすくするということで検討しております。 

  ２番、現在の検討状況でございます。 

  まず、（１）のアになります。利用する枠の見

直しということで、現在３枠なのを４枠にしたい

ということで考えております。 

  続きまして、１０ページでございます。 

  イです。利用時間のみ見直しということで、地

域学習センターのレクリエーションホール、こち

らの方、主に現在の時間帯から見直し案の時間帯

に変更したいと考えております。 

  （２）指定管理者へのヒアリングでございます。

こちら記載のとおりでございます。 

  続きまして、１１ページになります。 

  ３、今後の流れです。 

  アンケート結果に基づき利用枠の変更について

検討を深めて、改めてこちら議会の方に報告させ

ていただきたいと思います。 

  １２ページ以降については、アンケートを参考

に掲載させていただきました。 

  続きまして、１６ページでございます。 

  スポーツ体験デー（する）とスポーツ観戦デー

（みる）の見直しについてでございます。 

  １６ページの１、現状の課題です。 

  まず（１）番、体験したスポーツということで

令和５年、令和６年ということで表で簡単にまと

めさせていただきました。 

  続きまして、イ、現状と課題については、１６

ページから１７ページ、表の方でまとめさせてい

ただきました。 

  続きまして、１８ページになります。 

  項番の２、新事業、仮称でありますが、親子ス

ポーツ観戦・体験デーということで取り組んでい

きたいと考えております。 

  （１）事業概要でございます。 

  これまでのスポーツ観戦のみの事業と、子ども

を対象とした体験事業を統合して、一体的なプロ

グラムへ刷新したいと考えております。 

  １９ページでございます。 

  （２）競技別見直し内容ということで、表のと

おりまとめさせていただきました。 

  （３）番です。令和８年度の開催時期について

は、種目ごとに現在考えている時期を記載させて

いただきました。 

  ３、今後の方針です。 

  こちら３点ほどまとめさせていただきました。 

  （１）小学生等がスポーツに触れる体験の場の

見直し、（２）スポーツが得意でない子どもへの

体験機会の提供、（３）子ども料金の無料化に伴

う不正利用・モラルハザード対策等について、今

後検討して進めていきたいと考えております。 

  続きまして、２０ページでございます。 

  高野スポーツパークの開設準備状況でございま

す。 

  項番の１でございます。 

  施設予約の開始、こちらの方５月１日使用分か

ら施設予約システムにおいて４月１日から抽せん

申込みの受付を開始いたします。 

  項番の２でございます。 

  関係者向け内覧会、こちら４月１１日土曜日を

予定しております。 

  ３、開設予定日です。４月２６日を予定してお

ります。 

  ４、開設後のスケジュール、こちら記載のとお
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りでございます。 

  ２１ページに行きまして、工事の進捗状況です。 

  こちら写真の方を掲載しております。順調に工

事の方は進んでいる状況でございます。 

  ２２ページでございます。 

  地域体育館でのフットサル利用の検討結果につ

いてでございます。 

  こちら地域体育館では、これまで壁面補強のあ

る施設のみフットサルの利用を可能としてきまし

たが、今回改めて検討させていただきました。 

  項番の２でございます。検討結果です。 

  令和８年度から、フットサル利用が可能な地域

体育館を以下のとおり実施したいと考えておりま

す。 

  こちら表の方を御覧ください。下線を引いてあ

るところについては、小学４年生以下でもフット

サルができるということで進めていきたいと考え

ております。 

  項番の４でございます。今後の方針です。 

  令和７年度中に指定管理者と運用ルールや利用

条件を協議し、令和８年度から開始したいと考え

ております。 

  続きまして、２３ページでございます。 

  令和７年度第３回足立区立図書館協議会の開催

結果についてでございます。 

  こちらの図書館協議会では、館内のルール、マ

ナーの見直しについて検討、意見交換を行いまし

た。それの報告でございます。 

  項番の３を御覧ください。館内のルール見直し

についてでございます。 

  まず表の音の欄なのですが、こちら来年度試行

を実施したいと思います。主に二階部分の音を出

すということについて取り組んでまいりたいとい

うふうに考えております。 

  続きまして、２４ページでございます。 

  この表の２つ目、館内での撮影でございます。 

  こちらについては、慎重な意見が多かったこと

から、引き続き検討をしていきたいというふうに

考えております。 

  続きまして、電源の利用になります。 

  基本的には、目的設定は不要で自由に使ってよ

いということで進めたいと思います。 

  ４、今後の方針ですが、今後、答申に向けた意

見交換が完了しましたので、区の方に答申をいた

だく予定でございます。 

  続きまして、ページ進みまして２７ページでご

ざいます。 

  梅田八丁目複合施設の整備工事費の金額及び区

民向けワークショップの実施結果についてでござ

います。 

  １、梅田八丁目複合施設の整備工事費について

でございます。 

  こちら工事費の想定が高騰して、今後少し金額

が上がるということで、（２）番の今後のスケジ

ュールの中で議会にお示ししていきたいと考えて

おります。令和８年４月議会報告の方を実施した

いと思っております、整備工事費の金額。それか

ら専門家の審査会を受けまして、９月に議会報告

で最終的な整備工事費の高騰要因だとか事業の進

め方について報告させていただければと思ってお

ります。 

  続きまして、２８ページになります。 

  項番の２、区民向けワークショップの開催結果

でございます。 

  （３）日時、会場、内容でございます。 

  こちら１２月の７日、日曜日午後１時から４時

で実施しました。内容は記載のとおりでございま

す。 

  （５）番でグループワークでの主な意見を記載

してありますので、御参考に見ていただければと
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思います。 

  項番の３、今後の方針です。 

  こちらの（２）番になります。今回のグループ

ワークでの意見を踏まえて、令和８年度のワーク

ショップの内容及び時期を実施に向けて検討して

いきたいというふうに考えております。 

  私からは以上でございます。 

○絆づくり担当部長 報告書２９ページを御覧くだ

さい。 

  件名、足立区における高齢者の孤立死の現状に

ついて御報告をいたします。 

  所管部課名は記載のとおりでございます。 

  こちらは、東京都監察医務院から令和６年の高

齢者孤立死データを提供を受けまして、別添資料

で足立区の高齢者孤立死データ分析結果としてま

とめておりますので、お目通しをお願いいたしま

す。 

  項番１でございます。この分析結果の特徴が３

つございます。 

  １つ目が、（１）令和６年の高齢者孤立死者数

が集計開始以来２番目に多かったこと、２つ目が、

（２）男性は女性に比べて高齢者孤立死が多く、

また発見されにくい傾向であること、３つ目が、

（３）死亡時発見者につきまして、男女とも家族

親族及び保健福祉関係者の割合が高いことでござ

います。 

  ３０ページの上の表を御覧ください。 

  平成２８年からの高齢者孤立死者数でございま

すが、右側の合計欄を見ていただきますと、年々

増加をしておりまして、令和５年が一番多かった

ことに次いで、令和６年が多くなっております。 

  次に下の項番４でございます。 

  性別による集計と分析でございますが、高齢者

孤立死者数は、女性に比べて男性の方が２．２倍

高くなっております。 

  なお、令和６年の単身高齢者数に対する高齢者

孤立死者数の割合で申しますと、女性が０．４％

であるのに対し、男性は１．３％となっておりま

す。 

  続けて３１ページの下の円グラフを御覧くださ

い。 

  こちらは、死亡時発見者の割合をお示ししたも

ので、男女ともに家族親族が最も多くなっており

ますが、男性が３割を下回っているのに対して、

女性は５割近くという違いが出ております。 

  最後に３２ページの項番５、今後の方針でござ

います。 

  （１）でございます。夏季、冬季に高齢者孤立

死が増加するため、熱中症、ヒートショックの予

防を呼び掛けてまいります。特にエアコン使用率

の向上の取組として、うちわや温湿度計の配布を

通じて注意喚起してまいります。 

  また、３３ページの上の（２）でございますが、

男性の孤立対策を進めるために、運送業者、警備

会社など男性が多く働く事業者へ直接出向きまし

て、地域活動への参加など今からできる孤立対策

について啓発を行ってまいります。 

  以上でございます。 

○かねだ正委員長 それでは、何か質疑はあります

でしょうか。 

○さの智恵子委員 私の方から何点か質問させてい

ただきます。地域のちから推進部の方で質問をさ

せていただきたいと思います。 

  まず、子育てサロンすこやかプラザあだちと、

こちらの子育てサロン竹の塚の開室時間の延長と

いうことで、こちらの本当に７月の第２期子育て

サロンの整備計画に基づきまして、会派としても

代表質問もさせていただきまして、今回２施設で

ございますが、時間も延長されるということで大

変いいことかと思っております。この２施設の時
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間延長とした経緯について、まずお聞きをしたい

と思います。 

○地域調整課長 住区推進課長を兼務しております

ので、答弁させていただきます。 

  まず、この２施設にした経緯なのですけれども、

まず１点目が、子育てサロンすこやかプラザにつ

きましては、今回の整備計画上、商業施設等内と

いう位置付けをさせていただいております。より

多くの広い地域から来ていただけるような施設と

いう位置付けにしておりまして、実際の利用状況

を見ましても、移転後、これまでより３倍の利用

者数になっているというところもございまして、

こちらを選ばせていただいております。 

  それから２点目の竹の塚につきましては、昨年

度行いました利用者アンケートの中で、開室時間

を延長してほしいという声が一番大きかったとい

うところから、この２か所を選定しております。 

○さの智恵子委員 分かりました。更に細かい説明

ありがとうございました。 

  また、時間変更によるスタッフの支払い等も増

えるかと思いますが、経費はどのぐらい増えると

見込んでいらっしゃいますでしょうか。 

○地域調整課長 申し訳ありません。細かな経費の

数字は、今、手元にございませんけれども、１時

間ずつ延長をすること、プラス、前後３０分ずつ

準備の時間、片付けの時間ございますので、トー

タル３時間ぐらいの１施設当たり延長になるかな

というふうには思っております。費用については、

申し訳ございません。 

○さの智恵子委員 分かりました。 

  今後、拡充も是非検討をという中で、スタッフ

の確保も大事かと思います。時間が３時間ずつ延

びるということですので現状のスタッフでいい場

合と、新たにまたスタッフをというところもある

かと思います。特に商業施設は、拠点型の子育て

サロンについては竹の塚でまずは実証実験ではな

いですけれどもいいかと思うのですが、できれば

商業施設は全施設でやってほしかったという気持

ちもございまして先ほどお聞きもしたのですけれ

ども、分かりました。 

  今後、是非拡充もお願いできればと思いますが、

いかがでしょうか。 

○地域調整課長 申し訳ございません。商業施設に

つきましては、千住大橋、北綾瀬につきましては

１０時から６時で、今、運営をしております。西

新井につきましては、９時から６時ということで、

もともと長い時間で行っております。 

○さの智恵子委員 分かりました。 

  もう１つ、今、あかちゃんずを９時からやって

いるところもあるかと思います。こちら予防接種

をされてないということで時間帯を分けてやって

いらっしゃいますが、その影響については竹の塚

等々ではいかがでしょうか。 

○地域調整課長 これまでは４か月までのお子さん

専用の時間という形で開室時間の前に行っていた

形にはなりますけれども、今後時間が早まって９

時からということになりますので、専用という形

ではなくなりますけれども、その方々たちの優先

の時間という形で行っていきたいというふうには

思っております。 

○さの智恵子委員 分かりました。では、少しスペ

ースを分ける等で工夫しながらやっていくという

ことでございますので、今後、全子育てサロンに

拡充する場合でも、そういうのも参考になるかと

思いますので、よろしくお願いいたします。 

  また、ここではないのですが、この１月から使

用済みの紙おむつの回収も各地域子育てサロンで

やってくださってるということもございまして、

大変いいことかと思います。使ったものがそのま

ま、そこに置いていけるということでは、その後
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買物しようとか、いろいろな形では大変いいかと

思います。今後も是非利便性向上の取組をお願い

したいと思います。 

  続きまして、地域学習センターの利用枠の変更

に係る検討状況ということでお聞きをさせていた

だきたいと思います。 

  現在の３つの枠から４つになるということで、

多くの区民が利用しやすくなるということでござ

いますが、ページを拝見すると、９時から１１時

半とか、例えば１２時までの時間とかの３０分が

空いているという形で、通常やった後に片付けと

か、あと次の団体さんも早く来るとかというのが

あるのですけれども、その３０分はお互いに使え

るということでよろしいのでしょうか。 

○地域文化課長 この３０分でセンターの職員が忘

れ物がないかとか、机の配置も間違いないかとい

うところの確認をしてまいります。正式にここを

自由にお互い使ってくださいとは言えないのです

けれども、早く来る場合とか、遅く来る場合、少

し延びてしまう場合もありますので、その辺はセ

ンターの方で調整しながら利用者の対応をしてい

きたいと考えております。 

○さの智恵子委員 分かりました。 

  午前中の枠は９時から１１時半というのは、結

構１１時半に終わる講座とか様々利用者もあるか

と思いますので、その辺は臨機応変かと思うので

すけれども、私も、今、梅田地域学習センターの

学習室と、あと西新井センターの研修室というこ

とで両方使うことがあるのですけれども、住区セ

ンターに比べて時間が長かったせいか、住区セン

ターは２時間とか借りると１，４００円ぐらいで

済むのですけれども、地域学習センターですと夜

間３，３００円ということで、もう倍ぐらい違っ

てたので、そういう意味では４時間使わない方に

とってはとてもいいかと思うのですけれども、若

干地域学習センターの方が料金が高い印象がある

のですが、これはどのような根拠で決められてい

るのでしょうか。 

○地域文化課長 こちらは施設全体に係る経費を利

用状況で割り返してるというところですので、住

区センターの方がその部分の経費が安いというと

ころが利用料にはね返ってる部分でございます。

当然時間が短くなる分、４時間が３時間になれば

７５％の金額になるのではないかなというふうに

想定はしておりますので、正式に決まりましたら

料金自体は資産管理の方で決定はしますけれども、

こちらの所管の方で算定をしながら調整していき

たと、検討していきたと考えております。 

○さの智恵子委員 分かりました。 

  今後アンケートも６００枚ということで想定も

されておりますし、時間と、またその利用料金に

ついても使いやすいもので是非お願いをしたいと

思うのですが、このアンケートの結果に基づき利

用枠の変更について検討を深めるとあるのですけ

れども、このアンケート、いろいろな方のお考え

の方がいらっしゃるかと思うのですけれども、基

本的には進める方向でアンケートも参考にすると

いうことでよろしいでしょうか。 

○地域文化課長 既に事業者とヒアリングをして、

利用状況等はおおむね把握しております。ですの

で、この方向性で進めたいと思っておりますが、

やはり個々の状況がありますので、長く借りたい

という方に関しては個別にその辺の説明をすると

か、丁寧に対応しながら進めていきたいという形

で考えております。 

○さの智恵子委員 分かりました。 

  アンケートをすることで、そういう本当に周知

にもつながるかと思いますので、４月からという

ことでございますので、丁寧な周知等も含めて、

よろしくお願いいたします。 
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  最後に梅田八丁目の複合施設の整備工事費のこ

とも今回計画等もございましたので、質問させて

いただきたいと思います。 

  こちら今後のスケジュールでございますが、令

和８年４月に議会報告の後に、その後５月から７

月で専門家による検証が行われるということで、

最終的には令和８年９月の議会報告となっており

ますが、令和８年９月に報告の段階では、この段

階で報告で決定をして令和１０年度中の完成とい

うのは間に合うのでしょうか。 

○中央図書館長 現時点では、まだ何とも申し上げ

られない状況でございます。ここの設計の精査の

結果、例えばですけれども、設計を一部変更する

ですとか、そういった事情が出てきた場合にはス

ケジュールを見直す必要がございますので、そこ

は精査をしてみてから判断をさせていただければ

というふうに思っております。 

○さの智恵子委員 もう人件費も多分資材高騰も下

がることはないと思うのです。この状況で、今が

たまたま高いわけではなくてということもありま

すし、また、梅田八丁目、もともとは三階建てを

二階にということで変更もしてますので、ここを

見ると何かもっともらしいのですけれども、一度

設計の変更もしている上で検証をしてということ

でございますので、確かに建物の本当に高騰とい

うのはできれば抑えたいというのはあるかと思う

のですけれども、待ってる区民からすれば、もう

できますよと言ってからすごい日がたっておりま

すので、ここをせっかく、令和８年３月で今年度

中ではあるのですけれども、何とか見直しをしな

い、間に合わせる方向での是非検討に持っていっ

てほしいなというのは本当に要望でございますの

で、よろしくお願いしたいと思います。聞いても

多分★★。是非ここでは言っておきたいのですけ

れども。 

  では、２点目のワークショップでございます。 

  こちら１２月７日、私も亀田小学校の方のグル

ープワークの様子は拝見をさせていただきました。

本当に中学生から学生の方から町会の方とか、本

当に多世代交流もあっての本当に和気あいあいと

した交流でとてもよかったなと思っているのです

けれども、令和８年度のワークショップの内容と

いうのは今後決めていくかと思うのですけれども、

是非若い方とか、現在１５名ですけれども、また

新たに参加者というのは募集もされるのでしょう

か。 

○中央図書館長 佐野委員におかれましては、１２

月のワークショップにお越しいただきまして、誠

にありがとうございました。２点お答えいたしま

す。 

  １点が令和８年の内容ですけれども、今、正に

これから検討というところでありますが、基本的

にはこれまで進めてきました梅田八丁目の運営に

関する議論ということが１つと、あとは参加者の

交流を深めるような共同活動ですとか、そういっ

たものは引き続きやっていきたいというふうに思

っております。 

  ２点目といたしまして、メンバーについてです

けれども、こちら今回参加１５名でしたが、もと

もとは３０名ほどお声掛けはしている状況です。

その３０名の方も令和６年度と令和７年度を比べ

まして一部入れ替わり等はしてますので、今後も

新しい方が参加されたいということであれば適宜

受入れはしていきたいというふうに思います。た

だ、公に募集をするですとか、今のところそうい

った予定はないところでございます。 

○さの智恵子委員 最後にしますが、梅田八丁目、

本当にもう皆様が期待をして待っているところで

ございますので、本当に令和１０年度中の完成を

目指すという強い決意で是非お取組をお願いした
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いと思います。 

  以上です。 

○かねだ正委員長 他にありますか。 

○杉本ゆう委員 ２点だけ確認なのですが、例の地

域学習センターの政治的な利用というところの話

なのですが、ここに書いてある、今回の件の体制

に関してどうこうという話ではなくて、ここのく

くりで気になったのが、政治的な利用というのは、

多分、本来こういう公的施設で言うところの政治

的な理由というのは、我々議員ばっかりの会です

けれども、例えば議員が、例えば区議会の報告の

区政報告あるいは皆さん所属政党が違いますけれ

ども、党の政治活動、政党活動というのが、いわ

ゆる政治活動というのがいろいろ考え方が違うか

らというので政治活動結構制限されるというのは

あるのですけれども、一番下に書いて政治的なテ

ーマを含む学習会と書いてあるのです。政治的な

テーマを含む学習会というのは、ここで言う政治

的な利用の中にくくられているのを違和感を感じ

るのですけれども、ここはどう、例えば何ていう

のだろう、それを言っちゃったら大学の政治学科

とか法学部、政治学部とかそういうところの人た

ちが話すことというのは全部政治的となっちゃう

と思うのです。そこら辺のくくりを一緒にするの

は何か違和感があるのですけれども、どうでしょ

うか。 

［委員長退席、さの智恵子副委員長着席］ 

○地域文化課長 こちらの内容につきましては、各

センターに利用状況を確認した内容ですので、ど

こまでが政治的活動かというところは難しいとこ

ろでございます。今後、区の方と疑義がある場合

は全てセンターと確認をしていくという範囲の中

で、政治であるとか宗教であるとかという、宗教

になってくると今回難しいというところは条例上

も規定上も出ているところでございますので、そ

の疑義があるところのグレーゾーンも含めて全て

区の方と連携して決めていきましょうという意向

の中でこのくくりにしたというところですので。 

○地域のちから推進部長 すみません、もう少し分

かりやすく言うと、政治的なものについては、基

本制約なくできるというふうに考えております。

ただ、一方でそこと混同していけないのは、選挙

活動は別になります。選挙活動については選挙管

理委員会が指定された施設のみで、選挙活動以外

の政治活動については基本できるということが区

のスタンスでございます。 

○杉本ゆう委員 分かりました。 

  何で今これを聞いたかというと、今、正に、そ

の次に言おうと思っていたことを江連課長がおっ

しゃってくれたのですけれども、今ある★★とい

うのは、政治的なテーマを含む学習会というのと、

さっき言ったそこで一方で宗教の話が出てくるの

ですよね。でも、学術的な話で、ではイスラム教

の研究している人たちが、イスラム教のコーラン

についての勉強会やりますというのもできなくな

っちゃうわけです。だからそのくくりのところ、

実際の政治活動、宗教活動、いわゆるアカデミッ

クな活動としての政治というのは、ここはしっか

り★★、それをなかなか全員に伝えるのは難しい

のでしょうけれども、その都度その都度問合せが

来ちゃうと多分区の方も面倒くさいなとなると思

うので、そこの線引きはしっかり研修で話さない

と、だから幾つか事例を示して、大学も例えば宗

教学の先生とか比較文化とかの先生が宗教的な話

とか政治的な話を勉強会として話すことはあり得

る話だし、それを正にそういうのを支援するのが

学習センターの役割だから、そこら辺のことはち

ゃんと言わないと、それこそ今回の問題を起こし

た所長もそこら辺の認識が全く曖昧だからそうい

うことになっちゃったと思う。公道上というのは
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論外ですけれども、というところがあると思うの

で、そこをもうちょっと明確に研修で言わないと

いけないと思うのですけれども、どうでしょう。 

○地域文化課長 杉本委員おっしゃるとおり、やっ

ぱり具体例を示しながら、線引きの部分に関して

はある程度センターが示して、統一的な見解を共

有していくことが必要だと思っております。その

中でもグレーの部分、宗教に関してもやはり勧誘

であるとか、そういうところに入ってしまうと難

しいのです。そこに関しては申請時にうまく内容

をしっかりと把握しながら、区と協議をして最終

的に決定するということで疑義のないように問題

ないように対応していきたいと考えております。 

○杉本ゆう委員 その点に関しては大丈夫です。 

  もう１点だけ、ここの直接の質問というより孤

立死の方の話なのですけれども、区の方が今後調

査しなきゃいけないのではないかなという事例が

最近ありまして、うちの近所で、たまに散歩して

て、どこに住んでるかも分かってるおじいちゃん

が１人いて、そういえばここ二、三日見掛けない

なと思ったら、亡くなってはいなかったのです。

おかしいと気付いて多分誰かが言ってくれて、多

分包括だか民生委員さんだかが行ってくれた。そ

うしたらベッドと壁の間に挟まって動けなくなっ

てしまっていて、それで緊急搬送された。入院し

たのだけれども、残念だけれども４日後に亡くな

ってしまったというケースが最近あったのです。

孤立死ではないのですけれどもこの定義で言えば、

見守りという、孤立ゼロというところで今回数日

で見付かったから取りあえずは緊急搬送できたけ

れども、結局助からなかったというところをする

と、やっぱりそこの見守りも手厚くしなきゃいけ

ないというところで、多分今みたいなケースはほ

かにも結構あるのではないかなと思うのですが、

そこら辺は、例えば多分東京消防庁とか消防署と

かそこら辺が絶対動いてると思うので、そこら辺

のアプローチされたらいいと思うのですけれども、

どうでしょう。 

○絆づくり担当部長 地域の見守り機能が、★★の

ところ、なかなか低下していく中で、見付かって

いろいろ包括につながったりする形には取れるの

ですけれども、なかなかうまくいかないというよ

うな事例につきましては、今で言いますと地域包

括支援センターとの連絡会ですとか、その中で事

例を共有するということが一般的でございますが、

それ以外で★★、消防庁ですか、こういった★★

ですとか、そういう公的機関からの情報というの

は、これまでは取っておりませんでした。データ

としては頂いておりましたけれども、具体的事案

として、もらえるか、もらえないかも含めてです

けれども、やっておりませんでしたので、それは

新たな課題として新たにアプローチさせていただ

きます。 

○杉本ゆう委員 だから別に今それをどうこうと言

いたいわけではなくて、多分ここに出てくる数字、

そこも含めて何ていうのだろう、寝ていたときと

か、お風呂に入ってたときというのはあったでは

ないですか。どういう状況でしたというところで、

そのときは気付いたけれども助けられなかった場

合というのを１つ含め、事実上のところに含めな

いと、その対策を、今、一生懸命やってるのは分

かるし、やり方は今のままでいいと思うのですけ

れども、実質的な数値の把握という点で、そこら

辺を考慮に入れた方がいいのではないかなという

点で今日質問させていただきました。今の数値を

取ってないのは分かったので、でも多分、例えば

包括の人が見付けてくれました、まだ何とか生き

てましたので急いで自分が運びましょう、駄目で

したというのは、報告はでも来ないのですか、そ

ういうのは。 
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○絆づくり担当部長 報告はあると思います。亡く

なったことは包括の認識ありますので、事例とし

て共有されてることはありますけれども、ただ、

我々往々にして死後のデータといいますか、そう

いったところを監察医にもらったりですとか、包

括のそういったことを統計的に報告したりですか

というところがありますので、今、杉本委員御指

摘の事例を中心に、しっかり包括も把握してると

思いますので、データだけでなく、そういった事

例も共有できるように改めて連携してまいりたい

と思います。 

○杉本ゆう委員 最後、質問というか、そのことに

ついて、こういう表現が正しいか分からないので

すけれども、事実上の孤立死になってしまってる

人が一定数出てると思うので、今後の区の課題と

してそこら辺を意識を持ってやっていただければ

いいかなと思います。要望で結構です。 

  以上です。 

○さの智恵子副委員長 他に質疑ございますか。 

○横田ゆう委員 私の方からは、梅田学習センター

の東側公道で区民の公道にセンター職員による抑

止行為があり、警察まで呼んだという行為につい

て、区民の自由な活動を制限するという異常な事

態であって、許されないことだということで、区

の方もこういう認識に立って再発防止の通達を出

したということでは、大変よかったと思っていま

す。今後の教訓として生かしてほしいと思ってお

りますけれども、この再発防止策として表現の自

由の配慮や基本的人権に関する研修を実施すると

していますけれども、これは区が実施するのか、

それから、いつ頃になるのか教えていただきたい

と思いますが。 

○地域文化課長 区として大変重く受け取ったとこ

ろでございます。横田委員おっしゃるとおりでご

ざいます。 

  この研修でございますが、まず今年度につきま

しては１２月に人権担当の区の職員の方で行いま

した。次年度以降、人権の担当からもアドバイス

をいただきまして、東京都の人権の部署の方がよ

り専門的な研修を行っていただけるということで

したので、センター研修として次年度以降も行っ

ていきたいと考えております。 

○横田ゆう委員 そうすると、毎年毎年行っていく

ということなのですね。 

○地域文化課長 まずは来年度実施して、これは何

年置きにやるべきかというところは、１回実施し

てみて決めていきたいと考えております。 

○横田ゆう委員 指定管理ですので、事業所も入れ

替わったでしょうし、職員の入れ替わりもあると

思うので、引き続きよろしくお願いしたいと思い

ます。 

  そして、地域学習センターというのは地域の方

が利用する場所なので、表現の自由ですとか基本

的な人権が守られているという、そういう雰囲気

というのは必ず住民に伝わることになると思いま

すので、引き続きどうぞよろしくお願いいたしま

す。 

○さの智恵子副委員長 他に質疑ございますか。 

○野沢てつや委員 そしたら、地域の力の方、１８

ページ、新事業（仮称）親子スポーツ観戦・体験

デーについてお伺いしたいのですけれども、プロ

野球やサッカーなどの試合を見た後に、同じ会場

で競技を実際に体験できるプログラムに変更する

ということで非常にすごい企画ではないかなと思

うのですけれども、場所が東京ドーム、神宮球場、

味の素フィールドと書いてあるのですけれども、

実際そういったプラン的なものというのは、もう

出来上がっているのでしょうか。 

○スポーツ振興課長 具体的な内容につきましては、

これからの相談になりますし、実施に向けてもま
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だ調整しているところではあるのですけれども、

実際に既にやっているケースとしましては、東京

ドームに子どもたちをグラウンドに招待いたしま

して、中で記念撮影ですとか、実際に走ってみた

りですとか、ピッチャーマウンドに立ってみたり

というところは既にやっているところでございま

す。 

○野沢てつや委員 本当にこれはいい企画だと思う

のですけれども、非常に多分人気になると思うの

で、できれば、これは要望なのですけれども、多

めに人数の方を確保していただけたらと思います。

要望です。 

  続きまして、２０ページ、高野スポーツパーク

の開設ということなのですが、本当にこれもいい

スポーツパークだと思うのですけれども、障がい

者団体とかが申し込んだ場合の割引措置等は検討

されていますでしょうか。 

［さの智恵子副委員長退席、委員長着席］ 

○スポーツ振興課長 障がい者団体等の割引自体、

これからの検討になりますけれども、基本的には

他のスポーツ施設、既存のスポーツ施設と同じよ

うな対応にさせていただきたいと思います。 

○野沢てつや委員 是非検討いただけたらと思いま

す。これも要望です。 

  続きまして、２２ページ、地域体育館でのフッ

トサル利用ということなのですが、小学４年生以

下、地域体育館でフットサルができるということ

なのですけれども、フットサルで１チーム５人で

したっけ、人数でやると思うのですけれども、小

学４年生というのはどういった基準になるのです

か。１人入っていればいいとか、全員がというこ

と、いろいろなパターンがあると思うのですけれ

ども。 

○スポーツ振興課長 基準といいますか、団体のく

くりというよりも小学５年生以上の方がフットサ

ルボールを蹴ってしまうと壁に傷ができてしまう

可能性があるので、フットサルの利用される方は

４年生以下の方のみとさせていただきたいと思っ

ております。今回、新たに認める場所については

ということでございます。 

○野沢てつや委員 今の執行機関の回答からすると、

全員が小学校４年生以下である必要があるという

ことですか。 

○スポーツ振興課長 大変失礼いたしました。野沢

委員おっしゃるとおりでございます。 

○野沢てつや委員 でしたら、区民の方々にそうい

った点が本当に分かりやすいように明記していた

だくことが必要だと思いますので、是非お願いい

たします。 

  最後に３０ページ、孤独死です。高齢者の方の

孤独死についてお伺いしたいのですが、エアコン

を設置しているにもかかわらず、熱中症死亡の方

がかなり多いということではあると思うのです。

私の亡くなった父親も夏、認知機能の低下により

物すごく暑くてもエアコンをつけなかったという

ことがあるのですけれども、介護保険のサービス

を利用されている方であれば、ケアマネジャーと

かのサービス提供事業者が頻繁に出入りするので、

そこまで気にする必要ないと思うのですけれど、

一方で高齢独居の方で、そういったサービスを利

用してない方に対しては、アウトリーチ的なもの

というのは今現在施策として行われていますでし

ょうか。 

○絆づくり担当部長 孤立ゼロプロジェクト推進事

業は、孤立のおそれのある方を実態調査で見いだ

して訪問していくということ、その定義としては、

介護保険サービスとかがつながってない方を対象

としておりますので、本当の意味での孤立をして

いる方を地域のどこに住んでいるかとか把握をし

て、その方に向けて地域包括支援センターの方で
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すとか、あるいはボランティアである協力員の

方々ですとか、そういった方々に訪問していただ

くという仕組みになっておりますので、調査の結

果把握できた方については熱中症も含めて訪問対

応させていただいているところでございます。 

○野沢てつや委員 いろいろ対策を考えていただい

てて、うちわを配ったりとか、温湿度計とかを配

ったりしていただいてはいるのですが、やっぱり

本人の認知機能がかなり低下している場合が多々

あると思いますので、できればこういった方々、

積極的にアウトリーチ、定期的にアウトリーチし

てもいいのではないかなと思うのですけれども、

そこら辺はいかがでしょうか。 

○絆づくり担当部長 孤立されてる方の状況、認知

も含めてどういう状況にある方かをまず把握する

ことは大事でございますので、熱中症対策という

のは１つのポイントでありますけれども、状況に

よっては地域包括支援センターの専門の方に入っ

てもらったりですとか、そういうネットワーク機

能を生かして訪問を続けていくということでござ

います。 

○野沢てつや委員 是非積極的な取組をお願いいた

します。 

  以上でございます。 

○吉田こうじ委員 まず区民部の方の９ページ、戸

籍住民課窓口と、それからその後の国民健康保険

の業務委託の方の評価委員会の結果について御報

告いただいているのですけれども、両方ともちょ

っと気になるのが、内部統制的な話で労働条件で

合格点はいっているものの、マイナスに今回なっ

てるという。事前の説明で休憩スペースがないと

か、それから場所的に狭いとかというのを原因で

挙げられてたのですけれども、この辺はそういう

認識でよろしいのでしょうか。そういうことが原

因で、マイナスになったということでよろしいの

でしょうか。 

○戸籍住民課長 まず戸籍窓口の方ですが、外部委

員の方のコメントではそのように書いてありまし

たし、実際、戸籍住民課の委託事業者、外国人の

増とかもありまして増員になってきてますので、

結果、狭くなっているということが反映している

と認識しております。改善はしていきます。 

○吉田こうじ委員 最後に改善はしていきますとい

うことだったのですけれども、結局これは区の要

するに供給してるスペースの問題ですよね。区の

施設の話で指定の業者さんの評価がマイナスにな

るというのは、これはかわいそうな話だなと思う

ので、今、改修中という話もあるのですけれども、

この辺は区の方としても配慮していただいた対応

をしていただきたいなと思いますけれども、今後

はいかがでしょうか。 

○戸籍住民課長 施設的なものは区の責任ですので、

私どもも御指摘を受け止めまして、ちょうど令和

８年６月から委託業務の拡大になります。それに

合わせたレイアウト変更で実際倍ぐらいの面積を

確保していこうと、今、準備をしております。 

○吉田こうじ委員 分かりました。 

  倍ぐらいというのは、すごいですよね。びっく

りしました。いい職場環境を労働条件としてそろ

えていただくということをまた引き続きお願いし

たいと思います。 

  あともう１点、今度、今、野沢委員からもあり

ました孤立死の御報告をいただいているのですけ

れども、これは定義として不自然死、原因不明の

急逝死とか事故死というふうに定義されているの

ですけれども、死因というのはその状況にもよる

と思うのですけれども、★★が入ったりとか、い

ろいろな形で特定はされるのではないかと思うの

ですけれども、その辺の死因で一番多いというの

はどういうものになるのかというのは、お分かり
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になってらっしゃるのですか。 

  というのは、要するに、今回のこの結果を見て

も一番大きな要因であるのが、クーラーであると

か、ヒートショックであるとかというのは分かる

のですけれども、それだけでいいのかなというの

もありますし、ふだんからのその方の生活様式だ

とか、血圧が高い状態にあった人なのか、今、先

ほどお話があったように、認知機能が衰えている

方なのか、どういう方なのかということも考えな

がらいろいろ対策を打っていかなきゃいけないの

ではないかなというのもあるのですけれども、そ

の辺の議論というのはされていらっしゃるのかど

うかお聞きしたいのですけれども。 

○絆づくり担当部長 ヒートショック、熱中症とい

うのは１つのトリガーですので、それが契機とな

って死亡に至るということを考えたときに、恐ら

く高齢者の方がいろいろな基礎疾患を持っていた

りですとかという★★課題があったりするという

ことは恐らくあるだろうと思っておりますが、た

だ基礎疾患をどのようなものを持っていたか、統

計的には把握しておりません。 

  ただ、おっしゃるところのトリガーだけでなく、

どういう背景があったりですとか、どういう状況

があって、それもまた気を付けなきゃいけない、

訪問したときに声掛けしなきゃいけない対象にな

ることも吉田議員御指摘のとおり考えられますの

で、その辺は今後の研究課題として考えさせてい

ただきたいと思います。 

○吉田こうじ委員 例えば男性が多いというのは、

家族を持たない方もいれば、家族をお持ちになっ

てもなかなか家族との絆、関連が少し薄かったり

とか、あと地域になかなかそういう連携が取れて

なかったりとか、逆に言うと助けてという声を上

げづらいとか、男性はいろいろな特質も特徴もあ

ると思うのですけれども、総合的に考えて区とし

てはエアコンのお話ですとか、ヒートショックの

お話ですとか、その辺の支援というのはしっかり

できていると思うのですけれども、今後予防とい

う観点でいうと早期に、今回いいなと思ったのは、

男性が多いと言われている事業所にそういう周知

を図るために出向かれるというのはすごくいい取

組だなと思ったのですけれども、そういう形で早

期にどんどんどんどん手を打っていかないと、高

齢者が増えるにつれてその割合でどんどん増えて

いくお話になっていく。例えば気候変動も、これ

は８月になってましたけれども、実際ここ２年間

は７月が一番多かったりとか、気候も随分変わっ

てきてますし、上がる温度も随分変わってきてる

ので、地域としっかりつながっていくということ

が孤立死という形を少なくしていく部分が一番大

きいのではないかなと思うのです。そういう意味

での取組も同時並行で庁内連携して、絆づくりの

担当部署だけではなくて衛生部とかいろいろなと

ころとしっかりと１つの大きな課題として捉えて

進めていくべきではないかなと思うのですけれど

も、いかがでしょうか。 

○絆づくり担当部長 まず、今、吉田委員御指摘い

ただいた、なるべく早く予防的に対応することの

必要性につきましては、現在のこの枠組みは、例

えば町会・自治会でも高齢化したり、あと協力員

の方々も年齢を取ると非常に高齢化したりとかと

いうところがありますので、できればミドル世代

といいますか、まだまだ現役で働いている時期か

らそういう認識を持ってもらうという意味で、今

回男性の孤立対策と言っておりますけれども、さ

っきいろいろな事業者の男性の多いところについ

て、まだ現役のうちから、やがては地域に頼る必

要性が出てくるということですので、そういった

ことをなるべく早めにミドル世代の立場の方々に

直接我々が啓発をしていくという方向性を、今、
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考えておりますのと、こういった取組はいろいろ

な事業者に対してアプローチするという所管はほ

かにもございますので、庁内いろいろ連携をして、

実は我々地域包括支援センターの福祉部の仕組み

ではありますけれども、そういったところも基本

的な連携をしておりますけれども、それこそ熱中

症対策の衛生部でも、あと環境の補助金でもいろ

いろなところがありますので、そういったところ

とも連携しながら、そういった取組を進めてまい

りたいと考えております。 

○地域のちから推進部長 すみません、先ほどの御

質問で１点だけ補足させていただきます。 

  死因で何が多いのかというお話しあったと思う

のですが、一番多いのは不明なのですが、その次

に分かってる範囲で多いのは虚血性心疾患だそう

です。 

  以上でございます。 

○吉田こうじ委員 心臓ですね。心疾患ということ

は、分かりました。 

  今、様々御答弁いただいたのですけれども、本

当におっしゃるとおりの方向で私も間違いないと

思います。必ず人間と生まれた以上、一度はとい

うか一度しか亡くならないわけですけれども、亡

くなる形を本人が望む形、望まない形とかいろい

ろあると思うのですけれども、考えられる範囲で

本人が思いもよらない形で亡くなっていくという

のは少しでも少なくしていく方がいいのかなとい

うふうには是非思いますので、今、絆づくり担当

部長がおっしゃられたような方向性もすごく大事

だと思いますので、是非様々な観点からここを区

の課題の１つであるという取組で区として進めて

いただきたいなというふうに思いますので、よろ

しくお願い申し上げます。 

  以上です。 

○地域調整課長 申し訳ございません。さの委員の

方から御質問ありました、すこやかプラザあだち

と子育てサロン竹の塚の時間延長の経費の部分で

すけれども、今のあくまで見込みということには

なりますが、例えばすこやかで言いますと２７０

万円程度の増加というふうに見込んでおります。 

  また、私、先ほど１施設当たり３時間分という

ふうに言いましたけれども、すみません、準備と

片付けの部分は今もやってませんので、単純に２

時間の増加になりますので、訂正させていただき

ます。 

○かねだ正委員長 分かりました。 

  よろしいでしょうか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○かねだ正委員長 それでは、質疑なしと認めます。 

 

           ◇            

 

○かねだ正委員長 次に、その他に移ります。 

○杉本ゆう委員 手短に済ませます。 

  情報連絡の方の、この前も事前説明のときには

ちょっと言ったのですけれども、国際交流フェア

の話です。今回も見に行きます。今回、デフリン

ピックとかぶってしまったとかいろいろあると思

うのですけれども、各種いろいろな外国の団体の

人とか来てもらって、いろいろ講演もしてもらっ

て、やっぱり人数、人の入りでは申し訳ないと思

うところがあるのです。各区長もいるのであれで

すけれども、区役所縦割りだ、縦割りだと言わな

いで、そこはやっぱり協力すべきで、それこそ花

火を５月３１日にしたのですから、その直後のし

ょうぶまつり、世界食の広場も観光交流協会、人

がもう足りなくてもすごい超勤、超勤が続いてる

という話が出てるではないですか。で、そこは主

催あれは観光交流協会と足立区両方が主催なわけ

ですから、世界食の広場の方をせめてこっちの方
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が分担して、プラスそこにあそこの、しかも離れ

ているではないですか。しょうぶ沼公園と食の広

場のハト公園だって駅前でやってるわけだから、

そっちの綾瀬駅前側をこっちの地域の方で何か分

担するというふうにはできないものなのかと、そ

こにいろいろブースを建てて建物だけではなくて、

変な話、国際交流フェアが前のベルモントでやっ

てたときと違って何で人が来ないかというと、結

局簡単に言えば食べ物がないからなのですよ。食

の魅力というのが人を呼ぶときの一番大きなポイ

ントになってるので、両方の課題が解決できると

思うのです。そこら辺地域のちから推進部長どう

お考えでしょうか。 

○地域のちから推進部長 まず、区役所の分担から

いくと、ハト公園の駅前広場の方が観光がやって、

北綾瀬のしょうぶ沼公園の方が公園を持ってる都

市建設部の方が分担としてやってます。杉本委員

おっしゃるとおり、やはり食べ物というツールが

あった方が人も集まりますし、そこでＰＲするこ

とは有効だというのは確かにおっしゃるとおりで

す。今、我々、杉本委員の提案も含めて、方向と

しては例えば区民まつりの選択肢もありますし、

アリオなんかで入れることも考えてますし、若し

くは１つのイベントというよりも細かくして、各

地域学習センターとか、東和住区センターとかの

お祭りに細かくして入れるということも選択肢で

考えてます。ですので、今、杉本委員の御意見も

ありましたので、そこも含めて全体をどうするか

というのは改めて検討して報告させていただきた

いと思います。 

○杉本ゆう委員 よその自治体も含めて、こういう

時代ですから、そこは足立区が大々的に国際交流

のところに力を入れてますよと見せなきゃいけな

い一番重要なイベントをそれは細切れにすべきで

はないと思うので、さっき言った別のタイミング

のところとの合併でもいいですから、それはそれ

で大々的にやらないと、それはまた違うのかなと、

今は別にここでどうこうという話ではないですけ

れども、とにかく外部の団体の人あれだけ何団体

も呼んでおいて、あれは逆に言うと申し訳ないと

いうか、若干なんか来てもらったのに、すみませ

んという感じしか本当にしなかったので、そこは

ちゃんと本当結構本気で対処しないといけないと

思います。副区長にもここいいですか。 

○副区長 今回のイベントの実施報告を聞いて、区

長等も含めて検討する中では、今、地域のちから

推進部長の方から答弁があった話、やり方が幾つ

か出ておりますけれども、やはり、今、いろいろ

な外国人の問題がある中でも、どういう形で、一

番やはり交流、お互いに理解し合うというところ

が一番の課題だと思ってますので、そういうとこ

ろを推進するためにはどのようなやり方がいいの

かを改めてまた検討して報告したいと考えており

ます。 

  以上です。 

○かねだ委員長 よろしいですか。 

○さの智恵子委員 私の方からは、足立区の芸術鑑

賞の体験の授業についてお聞きをしたいと思いま

す。 

  １月１６日に、現地に視察に伺わせていただき

ました。この日は１２校の１，０００名を超える

児童が参加をされておりまして、ちょうど１２校

なので、席の前と後ろというのがありまして、ど

のように決めるのだろうというのは地域文化課長

に事前に聞いたら、人数によって決められるとい

うことであったのですけれども、私もちょうど二

階の後部座席の児童のすぐ後ろにいて、終わった

後に、「ああ、楽しかった」と、「でも、顔が見

たかったな」と言った生徒が何人かいて、確かに

私も美女と野獣なのですけれども、野獣の変わっ
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たのは尻尾しか分からないぐらい本当に顔が見え

なかったので、行った議員の中では、校長先生、

では、じゃんけんかくじ引きで決めるのかなとい

う話もあったのですけれども、差があったという

ことで、これはどうしても舞浜のアンフィシアタ

ーという大きな会場でありますので、やむを得な

いことかなと思ったのですけれども、改善してほ

しいことが１点だけありまして、前半の幕間でパ

ンってテープが飛び出す演出がありまして、それ

をキャッチできる児童もいたのですが、２０分間

の休憩のときに、お手洗いに行って帰ってくると

きに、生徒が、「これ、もらえたよ」とお一人が

言ったら、何人かの生徒が駈け降りて、それをも

らいに行ったというのがあって、これは危険だな

って思ったのと、それでもまたもらえた生徒と、

もらえない生徒がいて、「ああ、いいな」と残っ

てしまう、そういうお声もあったのです。できれ

ばテープですから演出の一環ではあるのですけれ

ども、例えば同じテープを生徒の人数分、できれ

ば地域文化課で用意していただいて帰りのバスと

かで渡すとか、これ、たかがテープなのですけれ

ども、席もちょっと見えなくて、あそこはもらえ

たという何か差がないように、せっかくいい授業

をやっているので、できれば生徒というか児童の

皆さんが本当に楽しかったと思えるような、そう

いう配慮もちょっと必要かなと思いまして、今日

質問もさせていただきました。いかがでしょうか。 

○地域文化課長 まず、２点、席の方に関しまして

は、さの委員おっしゃるとおり、どうしても前後

に関しては、その会、その会で少し差は出てしま

うのですけれども、できるだけ毎年毎年の中で、

同じ学校が前にはならないように少しずつ動かし

てるというところと、人数によって少し切りがい

いように分けるというところでできるだけ公平感

を持ちながら、御理解いただきたいなと思ってお

ります。 

  先ほどのテープの演出の部分に関しては、確か

に僕も前のところバーッとライブとかでもあるよ

うに噴射される形でしたので、僕の前の子もテー

プを幕間に持って帰ってくる子もいて、少し盛り

上がったところもあります。テープ、今回、来年

度から少し演目が変わりますので、そこはまたど

うするかは詰めていきたいと思っておりますし、

テープのお土産に関しては、どこまでできるか今

年度分からないのですけれども、チケットとか、

そういったところは帰りのバスで各児童にお渡し

しておりますので、何か満足感が得られるような

ものができるかどうか少し検討していきたいと考

えております。 

○横田ゆう委員 区立図書館における会計年度職員

の見直しについて質問したいと思うのですけれど

も、会計年度職員として、図書館専門員から図書

館ナビゲーターとして採用に切り替えていくとい

う報告です。図書館専門員の役割は何でしょうか。 

○中央図書館長 現在中央図書館で勤務している図

書館専門員の役割ということですと、募集要項上

は、例えばその資料の収集ですとか活用、利用者

支援、児童向けサービスなどというふうになって

おります。 

○横田ゆう委員 そして今度採用に当たっての図書

館ナビゲーターの役割は何でしょうか。 

○中央図書館長 今、御答弁申し上げました従来の

図書館業務を行いつつも、新たな業務を担ってい

くということにさせていただいております。 

  具体的には、例えば来館者同士の交流を促進す

る事業ですとか、本を介して人と人をつなげる事

業ですとか、少し図書館に交流という要素を持た

せるような形で職務内容を設定させていただいて

おります。 

○横田ゆう委員 やはり、今まで２５人でやってい
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た職務をほかの業務が入ってくるということでは、

これまでの業務が質的な低下が生まれるのではな

いかなというふうに思います。ですから、業務を

追加するに当たっては、新規で２５人の上に更に

募集をするべきではないかなというふうに思いま

すが、いかがでしょうか。 

○中央図書館長 追加というお考えもあろうかと思

いますが、我々今回単に業務を追加したというこ

とではなくて、従来の業務の中で効率化できると

ころがないかですとか、図書館サービスデザイン

課ができまして、令和６年度から２年間掛けて業

務の見直しというものを行ってまいりまして、効

率化できるところは効率化して、新しい業務をそ

の分でやっていくということで、２５人の定員を

維持したまま、やらせていただければというふう

に思っております。 

○横田ゆう委員 これまでやってきたことの上に、

更に新しく大切な業務ですよね。人と人とをつな

ぐ交流、新たな交流を入れていくと、そういうこ

とをやる限りは、是非新しく採用するという方針

を持ってやっていただきたいというふうに思いま

す。要望です。 

○かねだ正委員長 御要望ということで。 

  よろしいでしょうか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○かねだ正委員長 皆さんありがとうございました。 

スムーズに進みました。 

  それでは、これにて区民委員会を終了させてい

ただきます。 

午前１１時１３分閉会 

 

 

 


